
                                令和５年１１月２８日  

                                報 道 発 表 資 料 

川崎市（市民文化局）   

 

～バレンタインデー目前！甘いチョコとアフリカの児童労働問題のつながりを考える～ 

「平和を語る市民のつどい」を川崎市平和館で開催します 
 
 川崎市では、「核兵器廃絶平和都市宣言」の理念に基づき、学識経験者や戦争体験者による講演

会などを通じて戦争体験を風化させず次世代に継承していくとともに、平和な地域社会の実現に向

けた意識の高揚を図ることを目的として、「平和を語る市民のつどい」を開催してきました。 
令和５年度からは、これまでの狭義の平和（武力紛争・テロ等が生じていない状態）にとどまら

ず、広義の平和（貧困・迫害・差別などによる構造的暴力の解消された状態を含む概念）にテーマ

を広げて開催します。 

 
１ 名  称 平和を語る市民のつどい 

２ 日  時 令和６年１月２１日（日） 午後１時００分～午後４時００分 
３ 場  所 川崎市平和館 屋内広場（中原区） 

４ 主  催 川崎市 

５ 共  催 川崎人権啓発活動地域ネットワーク協議会 
       （横浜地方法務局川崎支局、川崎人権擁護委員協議会、川崎市） 
６ 主な内容 

講演会 【講演テーマ】 

バレンタインに私たちが食べるチョコと、アフリカの子どもたち

が学校に行かずに働いているのが関係しているって本当ですか？ 

【講師】 

児童労働の予防と撤廃に取り組む 

特定非営利活動法人ＡＣＥ 代表 岩附由香さん 

映画上映 【上映作品】 

『バレンタイン一揆』 
児童労働って？フェアトレード 

って？小さな一歩をふみだした、

日本の女の子たちの奮闘記。 

ワークショップ ガーナの児童労働問題の解決のため、私たちはどのように行動すればいいのか。 

事前公募で集められた市内の中高生たちの討議・発表の様子をご覧いただきます。 

 
７ 観覧・視聴方法 

観覧・視聴は無料。令和５年１２月１５日（金）午前９時からイベント告知ページより先着

順で申込。 
※会場観覧は電話（０４４－２００－２６８８）でも申込可。 

会場での観覧 オンライン配信による視聴 

【定員】１５０人 
※手話通訳・要約筆記・託児

サービスあり（要申込）。 

※粗品（チョコ）進呈 

【定員】１８０人 

【配信期間】令和６年２月２９日（木）まで 
※映画配信は令和６年１月２４日（水）午後１時３０分まで 

※講演会及びワークショップのみ手話通訳あり。 
  

写真提供：映画『バレンタイン一揆』より 

いわつきゆか 

いっき 

問合せ先 

川崎市市民文化局人権・男女共同参画室 羽田野 
電話０４４－２００－２３１５           






